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体育擾興･健康づくり対策特別婆艮会

平成２５年IZOﾕﾖ年)５月２８日（火）

健康福祉部健康長寿課医療保険課
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計画の位置づけと役割

出角

[･灌鯛間,〔鍵`鑿J、
男性70.67年(HZZ）￣ｕ－－－－－￣－－

女性池7年(H22)－」平均寿命と樫’

[辮灘?勝ごいる期剛I瀧嚇｜
女性Ｂヨ50年(HZZ）￣’－－－－－－＝－１

計画の期間
Ｏ健康増進法第８巣に規定する｢都道府県の住民の健康の推進に関する施策についての基本的な計画(都道府
県健康増進計画)」
。｢保健医療計画｣｢医療費適正化計画｣『食宵推進計画｣など関迩計画との整合を図る
ONLをはじめ市町.関係団体･県民･家庭･学校･職域などが－体となってＩＩＥ霞づくりに取り組むための具体的な目
担を段定し.施策を定めるもの

平成25年度から平成29年度までの5年間とします．

目楓値については､国の計画に合わせ.平成34年度までとし､5年

後の平成29年度にその遅成状況を検鉦L､解値します．
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施策１健康なひとづくり iｆiｆ
４．計画の構成

第１室叶画策定にあたって
１叶函の趣旨

２計園の位置づけ
３計画の期間

篤巴室健康状況
第３室計画の基本的な方向

１めざす姿

２基本的な方向
（１）健康なひとづくり

(2)健康なまちづくり
第４室施策の展開と目標

１目標段定と解衝

（１）目標の設定方瑳

(2)目標の解価
２具体的施策と目標
(1)健康寿命の延伸

(2)舷康なひとづくり

ア健康増進

①栄養･食生活
②身体活動･運動
③休養.ここらの健康
④喫煙
⑤飲酒

⑥歯･口腔の健康
イ生活習慣餌の発症予防と重症化予防

①がん
②循環器疾患
③轄尿病
④COP､(慢性閉塞性肺疾患）

(3)鼬康なまちづくり

ア健康を支援する住民活動推進

イ健康を支援する社会琿境整備
第５正計画の推進体制の整衡

１それぞれの役割
２多様な分野における連携

ａ正しい知歯の普及･啓発
４貯面の進行管理

【１健康増進】

①栄養･食生活
野菜摂取地加､瀬塩
バランスのとれた食生活

若し､男性の肥濁対策
②身体活動･逗助

運動習慣の定潜.特に働き盛り世代､女性

をﾀｰｹﾞｯﾄとした働きかけ．

③休養･こころの健康
睡眠による十分な休養､ストレスに対する
知職の普及

④喫煙
正しい知職の普及.受動喫煙防止対策､未

成年の喫煙防止対篭､妊撞中の喫煙対策

⑤飲酒
「節度ある適度な量の飲涌jの情報提供．
，未成年.妊蝿の飲酒対箪．

⑥国口腔の健康
むし歯予防･歯囲疾患予防および定期的な

歯科健鯵の推進。

【２生活習慣病の発症予防と重窒化予防】

①がん
・がんのリスク要因に関する正しい知臓の

普及･啓発
・がん検診受鯵率の向上

②露琿器疾患
・循琿器疾患の危険因子である､栄養､運

動､喫煙､飲悪に対する対策の促進．
・知職の普及.啓発および健鯵の受麟率や

保健指導実施率の向上に向けた働きかけ。

③鼬尿編
・健鯵の受鯵畢向上に向けた働きかけ．
.適切な治療の開始.合併症予防のための

医療連携体制を構蕊

③COP、(慢性閉塞性肺疾患）
ＣＯＰ、に関する知臓の普及啓発

主な数値目標

露Ｉ
【１健康増進】．

〔肥満者の割合の減少〕
20～60蟻男性Ｚ5.ﾕ蝿(H2ﾕ）

-22％(隅4）

［やせの割合の減少〕
ＺＯ虚代女性24.6％(HZｴ）

一軍蝿(H34）

〔運動習慣者の割合の増加(２０～“趣)〕

男性150輪(HZ1）￣2696(Hﾖ4）

女性ユ4.Z船(HZ1）￣Ｚ５船(H34）

［成人の喫煙率の滅少〕
男性ヨ8.4％(HZ1）￣２７.Z船(Hﾖ4）

女性７４蝿(HZ1）￣4.4飴(H34）

子どもから高齢者までよりよい生活習慣の定着

主な数値目栂

施策２健康なまちづくり
【１健康を支援する住民活動の推進】に健康を支援する社会逗境の整僧】

･地域のつながりの強化。〔健康づくりに関する活動に取り組
［居住地域でおたがいに助け合っていみ､自発的に情報発値を行う企業
ると思う人の割合の増加］数の増加〕

３７．２艶(HZ4参考値)￣５０％(H型）、受動喫煙ゼロの店
Ｚ48件(HZ4）￣白00件（Hﾖ4）

ｃ〔健康づくりを目的とした活動に主体的・外食栄養成分表示店
に関わっている団体の地加〕160件(HZ3）-350件（Hﾖ4）

425団体(HZﾖ）￣850団体(Hﾖ4）．

【１健康を支援する住民活動の推進】

Ｏ県民一人ひとりが､地域や人とのつながり

を深め.楽しく主体的に極EIU【づくりに取り組む

ことを促道します。

Ｏ健康づくり関係のボランティアの活勘を促
進します．

Ｏ様々な地域活動のネットワークに健康の視
点を取り入れていけるよう支擾します．

【２健康を支援する社会環境の整備】

◎健康づくりに無関心な層や､時間等の集件
により行動を実行しにくい層に影響をもたらす
ことが期待できる.受動喫煙ゼロの店や外食
栄養成分衷示の店等の登録について拡大しま
す．

Ｏ健康的な様々な取組を行う.企纂.団体等
の活励を促進します．

社会環境の改善･向上
＝Ｌ

･向上

１

｢健康いきいき２１－健康しが推進プラニノー（改定版）」の概要

■ ■

【めざす姿】子どもから高齢者までいきいきと元気でこころ豊かな生活が送れる社会
～交流を深め、支え合う、つながりのある社会～

■ ■



１「健康いきいき２１－侭艤しが推進プランー」【健康増進】

…
○現状

．「自分の健康のために意識的に運動をしている人の割合｣、「徒歩10分のところへ徒歩で行く人の割合」
は増加傾向。「運動を継続している人の割合」は減少傾向。

○対策

障震而乏弓Z祠
・意識的に運動をしている人の割合が増加する等、必要性を認識している人は増えていますが、実際の行
動に至らない状況です６そのため、今後は、「歩数の増加」や｢運動習慣のある人の増加」など、実際に

運動をしている人の割合を増加させることをめざします６

．男性に比べて女性､特に40歳代の女性の運動習慣が低し傾向にあり、働き盛り世代､女性をターゲット
とした働きかけを推進します６

．高齢者の運動器の健康維持はきわめて重要ですｂこの運動器の健康維持を広く普及することとし、「ロコ
モティブシンドロームを認；５Jしている県民の割合の鋤ﾛ」を目標としますｂ

Ｉｉ蕊ﾗ顧夛天-51
・県民が運動しやすいまちづくり、環境整備を目標とし、各市町や職域における住環境や就労環境の改善
に取り組みます６また、共に】塵動する仲間づくりがすすむよう、関係団体等の活動を促進します６

[－面~邇禧､藷ﾌﾗ:､吾5;I再蒋~］図徒歩10分の場所へ徒歩で移動する人の霄恰
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(H16は20鼠～59顔と60戯以上）
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○目標値

目標項目〆<十l■ 目標|直0-134)へ■（１）い:'ﾊﾌﾞ

運動やスポーツを習慣的にしている子

どもの割合のi曽力０

（参壱値)週に３曰以上

…小5霊…毒327％

j国加傾向へ

（目標値につしYてはS後l鑓｡）

徒歩１０分のところへ徒歩で行く人の

割合の増加

２０歳~６４歳男性297％女性290％

６５歳以上５劃生354％女性２３８％

２０歳､６４歳男性･刻生４０９６

６５歳以上園生･女性５０％

ロコニEティプシンドロームO篦動器症候

糊を認知している県民の割合のt曽加

トセ４参彗直１５１％ ８０％

運動i聖荊貫壱の割合の増加

(１回３０分以上の運動を週２回以上、

1年以上継続している人）

２０歳､６４歳園生１６０％女性１４２％

６５歳以上劉生８５A％女性２３ｓ％

２０歳~６４歳男性２Ｇ％女性２５％

６５歳以上 矧生４５％女性３４％

住民が運動しﾊﾟ､すいまち

備に取り組む市町の｡曽加

づくり､環境塵 １０市町（H24） 全市町



●

●

２「健康いきいき２１－健康しが推進プランー」【生活習慣病の発症予防と重症化予防】

罹篝霧惠'１W藺魎
○現状

・脳mB誉と心疾患を含む循環器疾患はがんと並んで主要死因となっており､平成22年人口動態統計では、
25.8%と４人に－人が循環器疾患で亡くなっている状況です６

・糖尿病実態調査をもとにした滋賀県糖尿病患者推計によると、平成19年では糖尿病を強く疑う者約１１

万６千人、糖尿病を否定できない者約16万７千人と増加しています６

○対策

關麺
循環器疾患の予防において重要なのは危』1姻子の管理であり､関連する生活習慣の改善が最も重要です６

糖尿病の発症には、内臓脂肪の蓄積が大きく関与していることが明らかになっており、メタボリックシ

ンドロームに着目した特定健康診査･保健指導が実施し、受診率向上の働きかけを促進します６

●
●

・循環器予防対策およU糖尿病予防対策として､危険因子との関連や、適切な食生活､運動の必要性など、

県民が正しい知識をもち実践できるよう啓発等を進めます６

園壼7房WHｆ
・特定健康診査の受診率の向上に向けた働きかけと同時に、特定健康診査の結果、必要な人に保健指導を

確実に実施できる体制を促進します６また、受診勧奨値以上であった人が確実に医療機関に受診できる

よう、各医療G験者が働きかけを行う体制づくりを支援します６

・滋賀県糖尿病地域医療連携指針をもとに、適切な治療の開始､継続を支援できるよう、二次医療圏ごと

の医療連携1輪Uの構築を推進しますｂ

届蕊i而詞 特定保健指導実施率 ■滋賀県□全国
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メタボリ

群の減少

ツクシンドロームの該当害および予備

特定健康診査･特定保健指導りり実施率0Ｎ可上

Ｈ２０１こ比べて

１ｓ％｡曽加

特定健康診査 426％

特定保健指導１３０％

卜ＥＯに比べて

25％減少（Ｈ２ｇ）

70％O-Egリ

４５％0-129リ 鴎魎'銅一
高血圧の改善

(１J鱸…犀､｡噂i鬘の'屋下）
男性１ｓ０２ｍ

ﾖﾑｺﾞ生１２７８ｍ

ｍＨｇ

ｎＭ－ｌｇ

男性

女i生

１２Ｇｍｍ

124ｍｍ

ﾄﾋ

ﾄﾋ；
i麺匪職曝腫データ

脂質異常症の減少

ｑ－ＤＬｺﾚﾜ(ﾗﾛｰﾙ１６０ｍｇ/d１以上の害の割合）

男性１０G％

女性１６３％
緬鬮藝織データ

糖f蒜詳ﾖﾘﾄﾞ記冒0噸i少

（t動0のl[D制）

Ｓ○％ S０％
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￣

３市町国民健康保険被保険者に対する生活習慣病予防の取組み

○現状

・県内市町国民健康保険保険者(以下｢市町国保」という｡）が実施している特定健康診査の受診率は､県
全体の受診率より低くなっており、平成23年度の受診率は33.0％となっています６

・県内市町国保の特定保健指導の実施率は､県全体の実施率より高い状況にはありますが､平成23年度の
実施率は19.6%と目標と乖離した状況にあります６

○対策（医療保険課で実施している事業等）

下記の事業等を通じて、実施主体である市町国保保険者を支援し、生活習慣病の予防､重症化予防に取り
組んでいます６

Ｌ特定健診・特定保健指導事業

市町国保の特定健診・特定保健指導事業について、その経費（政令で定めるもの）の３分の１に相当す
る額を県が負担

２．特定健診等受診率向上対策事業

滋賀県国民健康保険団体連合会等に特定健診・特定保健指導の未受診者に対する電話勧奨等の事業を委
託実施し、受診率の向上を図る

３．国保保健事業の推進

市町国保閑倹者への指導助言等による保健事業の推進

４．国保広域化等支援方針の推進

平成22年12月に策定した「滋賀県国民健康保険広域化等支援方針」に記された保健事業の共同実施に
ついて、国保広域化等協議会保健事業部会において取組む

５．糊Ⅱ調整交付金による保健事業の推進

市町国保(；鹸者が実施する保健事業に対して特別調整交付金を交付し、特定健診の受診率向上、生活習

慣病の発症予防、重症化予防等の保健事業の推進を図る

６．広報・啓発

新聞広告等による特定健診受診の啓発

－４－

Ｏ目標値

特定保健指導実施率

■■■県市町国保函…全国市町国保去県全体
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現状|直0-123） 目標値０－１２９）

(竿困自l男9

備害;且ァ

(市田J国保）

特定健康診査・

の向上

特定保健指導の実6檸区

特定健康診査３ｓ０％

特定民達指導 １９６％

ｅｏ％

・６０％


